
別紙２                        

特別養護老人ホーム 天美苑 料金表 

令和６年４月現在 

 

従来型多床室 

○ １ヶ月の料金（３０日当り）

負担上限 要介護　１ 要介護　２ 要介護　３ 要介護　４ 要介護　５

第１段階 24,000 31,272 33,628 36,085 38,441 40,764

第２段階 37,800 45,072 47,428 49,885 52,241 54,564

第３段階① 55,200 52,872 55,228 57,685 60,041 62,364

第３段階② 76,500 74,172 76,528 78,985 81,341 83,664

第４段階 109,200 94,272 96,628 99,085 101,441 103,764

２割負担 116,400 116,543 121,256 126,170 130,883 135,528

３割負担 所得による 138,815 145,884 153,255 160,324 167,291

※　食費及び居住費を含む

 

 

 

従来型個室 

○ １ヶ月の料金（３０日当り）

負担上限 要介護　１ 要介護　２ 要介護　３ 要介護　４ 要介護　５

第１段階 33,600 40,872 43,228 45,685 48,041 50,364

第２段階 39,300 46,572 48,928 51,385 53,741 56,064

第３段階① 68,700 66,372 68,728 71,185 73,541 75,864

第３段階② 90,000 87,672 90,028 92,485 94,841 97,164

第４段階 118,680 103,752 106,108 108,565 110,921 113,244

２割負担 125,880 126,023 130,736 135,650 140,363 145,008

３割負担 所得による 148,295 155,364 162,735 169,804 176,771

※　食費及び居住費を含む

 

 

○ 利用料内訳（１日当り）

要介護　１ 要介護　２ 要介護　３ 要介護　４ 要介護　５

介護福祉施設サービス費 589 659 732 802 871

個別機能訓練加算Ⅰ

サービス提供体制強化加算Ⅲ

栄養マネジメント強化加算

夜勤職員配置加算Ⅰ１

看護体制加算Ⅰ

看護体制加算Ⅱ

個別機能訓練加算Ⅱ（月額）

科学的介護推進体制加算Ⅱ（月額）

介護職員処遇改善加算（月額） 1648 1822 2004 2178 2350

介護職員特定処遇改善加算（月額） 457 505 555 604 651

介護職員ベースアップ支援加算（月額） 318 351 386 420 453
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ユニット型個室 

○ １ヶ月の料金（３０日当り）

負担上限 要介護　１ 要介護　２ 要介護　３ 要介護　４ 要介護　５

第１段階 48,600 62,369 64,666 67,166 69,429 71,659

第２段階 51,300 65,069 67,366 69,866 72,129 74,359

第３段階① 83,400 87,569 89,866 92,366 94,629 96,859

第３段階② 104,700 108,869 111,166 113,666 115,929 118,159

第４段階 143,730 135,299 137,596 140,096 142,359 144,589

２割負担 150,930 164,069 168,663 173,662 178,189 182,648

３割負担 所得による 192,838 199,729 207,228 214,018 220,706

※　食費及び居住費を含む

 

○ 利用料内訳（１日当り）

要介護　１ 要介護　２ 要介護　３ 要介護　４ 要介護　５

768 836 910 977 1043

日常生活継続支援加算

個別機能訓練加算Ⅰ

栄養マネジメント強化加算

看護体制加算Ⅰ

看護体制加算Ⅱ

個別機能訓練加算Ⅱ（月額）

科学的介護推進体制加算Ⅱ（月額）

介護職員処遇改善加算（月額） 2121 2290 2474 2641 2805

介護職員特定処遇改善加算（月額） 690 745 805 859 913

介護職員ベースアップ支援加算（月額） 409 441 477 509 541

11

4

経過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費
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※その他個別の状況に応じて別途必要となる加算 

・初期加算      ・・・  30（日）（入所から 30日間） 

・外泊時費用     ・・・ 246（日）（最大 7日間） 

・経口維持加算Ⅰ・Ⅱ ・・・ 500（月） 

・看取り介護加算   ・・・  72（死亡日以前 31～45日） 

144（死亡日以前 4～30日） 

         780（死亡日以前 2～3日） 

         1580（死亡日） 

・配置医師緊急時対応加算・・・325（勤務時間外） 

650（早朝・夜間） 

      1300（深夜） 

 

〇 食費・居住費については、所得段階に応じて料金が異なります。 

食事費
居住費

（多床室）
居住費

（従来型個室）

居住費
（ユニット個室）

第１段階 300 0 320 820

第２段階 390 370 420 820

第３段階① 650 370 820 1310

第３段階② 1360 370 820 1310

第４段階 1545 855 1171 2006上記に該当しない方

老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税
生活保護の受給者等

世帯全員が住民税非課税で年金収入等が
８０万円以下の方

世帯全員が住民税非課税で年金収入等が
８０万円超１２０万円以下の方

世帯全員が住民税非課税で年金収入等が
１２０万円超の方

 

※ 一定額以上の預貯金等をお持ちの方は所得段階に関わらず第 4段階となります。 


